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第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求１ 公文書公開請求

平成２０年９月１２日，異議申立人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という ）第６条第１項の規定に基づき，徳島県知事（以下。

「実施機関」という ）に対し 「環境保全協定に基づく平成２０年度～平成１９年度。 ，

灰の有効利用に当ての報告書及び関連書類（○○ （環境管理・環境整備 」の公文書） ）

公開請求（以下「本件請求」という ）を行った。。

２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定２ 実施機関の決定

平成２０年９月２６日，実施機関は，本件請求に係る公文書が不存在であることを

理由に，公文書公開請求拒否決定処分(以下「本件処分」という ）を行い，異議申立。

人に通知した。

３ 異議申立て３ 異議申立て３ 異議申立て３ 異議申立て

平成２０年１０月６日 異議申立人は 本件処分を不服として 行政不服審査法 昭， ， ， （

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき，実施機関に対して異議申立てを行

った。

４ 諮問４ 諮問４ 諮問４ 諮問

平成２０年１１月１４日，実施機関は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」

という ）に対して，当該異議申立てにつき諮問（以下「本件事案」という ）を行っ。 。

た。

第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，本件処分はあきらかに違法であり，速やかな開示を求める，

というものである。

２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由２ 異議申立ての理由

異議申立人から提出された異議申立書及び意見書並びに当審査会での口頭意見陳述

における異議申立人の主張を要約すると，異議申立ての理由は，概ね次のとおりであ

る。



(1) 本件処分は不当であり，是正を求める。

， ，(2) 環境保全協定及び公害協定等で 新設及び増設する計画変更をするにあたっては

事業者から申請計画変更書類が提出されなければならず，それが無いというのはお

かしい。また，無いで済ませられる問題ではない。

(3) 環境保全協定（以下「協定」という ）第９条第２号において 「産業廃棄物の処。 ，

理については，乙（○○株式会社及び△△株式会社をいう。以下同じ ）は，産業。

廃棄物の処理に関する計画書を作成し，又は処理方法等計画を変更（軽微な変更を

除く ）とするときは，事前に甲（徳島県及び阿南市をいう。以下同じ ）と協議す。 。

るとともに，産業廃棄物の種類ごとの発生量及び処理量について甲に報告する 」。

と規定されている。

県は 「平成１８年１１月２１日付けで報告書が提出されて以来，新たな報告書，

の提出はされていない 」と主張しているが，検査及び指導管理監督する監督官庁。

が，報告書類を保有していないとする回答はおかしい。

現に，平成２０年７月現在で，２万トンの製品を製造販売している施設であり，

矛盾がある。

第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された理由説明書を要約すると，本件処分の理由については次の

とおりである。

協定第９条第２号において 「産業廃棄物の処理については，乙は，産業廃棄物の，

処理に関する計画書を作成し，又は処理方法等計画を変更（軽微な変更を除く ）と。

するときは，事前に甲と協議するとともに，産業廃棄物の種類ごとの発生量及び処理

量について甲に報告する 」と規定されている。。

しかし，平成１８年１１月２１日付けで報告書が提出されて以来，新たな報告書の

提出はされていない。

したがって，本件請求に該当する公文書は保有していない。

第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について１ 基本的な考え方について

当審査会は，本件事案について，請求の対象となる公文書の不存在を理由とした本

件処分が，条例に照らし妥当であるかどうか検討する。

２ 認定した事実について２ 認定した事実について２ 認定した事実について２ 認定した事実について



， ， 。当審査会が 審議・調査の上認定した本件事案に係る事実は 以下のとおりである

(1) 平成７年２月８日，甲及び乙は，協定を締結した。

(2) 協定は，環境の汚染等を未然に防止することにより，地域住民の健康保護，生活

環境の保全及び自然環境の保全を図ることを基本理念とするものであり，徳島県生

活環境保全条例第１３７条の規定に基づいて締結されたものである。

協定第９条第２号には，上記第３－２－(3)に示すとおり規定されている。

(3) 乙は，協定第９条第２号の規定に基づき，平成１８年１１月２１日に，産業廃棄

物の処理に関する計画を変更する報告書（以下「報告書」という ）を実施機関に。

提出している。

その後，乙からの報告書の提出は無い。

(4) 異議申立人が請求しているのは，平成１９年度及び平成２０年度における乙から

の報告書及びそれに関連する書類である。したがって，上記(3)にかかる報告書よ

り後に提出された報告書と，それに関連する書類が本件請求の対象となる公文書で

ある。

３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について３ 本件処分の妥当性について

(1) 上記２に示すとおり，最も直近に乙から提出された報告書は平成１８年１１月２

１日付けのものであり，平成１９年度及び平成２０年度については，乙からの報告

書の提出は無い。これは，報告を必要とする計画の変更が無かったためと思料され

る。

報告書が提出されていない以上，それにかかる公文書が作成又は取得されていな

いことは明らかである。

(2) したがって，本件請求の対象となる公文書を実施機関が保有していないことを理

由に本件処分を行った実施機関の判断に，不自然・不合理な点はない。

４ 結論４ 結論４ 結論４ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容



平成２０年１１月１４日 諮問

１２月１５日 実施機関からの理由説明書を受理

平成２１年 １月 ５日 異議申立人からの意見書を受理

６月２２日 審議（第６７回審査会）

７月２４日 異議申立人からの口頭意見陳述、審議

（第６８回審査会）

８月２５日 審議（第６９回審査会）


